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【助成内容】

■ 対 象 者 ：
■ 実 施 期 間 ：
■ 接 種 方 法 ：
■ 助 成 金 額 ：
■自己負担額：

■ 持 ち 物 ：

後期高齢者医療に加入の方で、医師が接種を認める方
通年
滋賀県内の医療機関に直接予約し、備え付けの問診票に必要事項を記入してください。
３，０００円
接種費用は医療機関により異なります。接種費用から助成金額を差し引いた額をお支払いく
ださい。
後期高齢者医療被保険者証

【注意事項】

※予防接種を実施していない医療機関もありますので、事前にご確認ください。
※この予防接種は、あくまでも接種を希望する方に行う『任意接種』です。
接種を希望する方は、かかりつけの医師とよくご相談し、予防効果や副作用などについて、十分理解した
うえでの接種をお願いします。

※肺炎球菌ワクチンは、接種後５年間有効とされており毎年受けるものではありません。
※接種前に、接種医療機関でワクチンについての説明を必ずお受けください。
※他の予防接種（インフルエンザワクチンなど）を受ける前、または受けた後に接種を希望される場合は、
かかりつけの医師とご相談ください。

※助成金総額が予算額を超過する場合は、年度の途中でも終了する場合があります。

肺炎球菌ワクチン予防接種費用の
一部助成をします

お問い合わせ　滋賀県後期高齢者医療広域連合 1 ０７７－５２２－３０１３
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「肺炎球菌ワクチン」は、約80％の肺炎の病原菌に有効で、免疫効果は接種後５年間有効と言われています。


